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自由保有地における旧体系の壊頑と

慣習保有地の情況

一一17世紀イ'/!"ラγ ドの土地所有(2)

尾崎芳治

旧体系の壊頚と土地私有への傾斜

領主的諸層の自由保有地が旧土地所有体系の一環に組みこまれたものであっ

たことは，前稿に確認Lたとおりであるが，旧土地所有体系のこうした基本的

枠組みの存在も十分に視野におきめておく ζ とは，問題にとってきわめて重

要な意味をもっている。だが，そうはいつ Cも，この枠組みが事態を白パ セ

y I支配していたとか，領主自由保有地ががんじがらめの全〈動きのとれない

ものであったとか，と言うとすれば，あたかもそうした枠組みなどまるで存在

Lないかのごと〈従来語られてきたのと同様に，事態の不当な 面化であるこ

と，いうまでもなし、。

むしろわたくしたちは，旧体系の枠組みの存存を確認したことによってかえ

って，領主的諸層の土地所有についての当該時期のよく知られた諾現象のなか

に，ほかならぬこの旧体系とのかかわりにおいてこそその意味が明確となる一

定の発展傾向を，読みとることができる。 言にしていえば，旧体系壊類の傾

向である。

(乱)王領地の崩壊と土地所有バランスの移行

第 6表は， トーェーが，かの「ジェントりの勃興」を裏つける概括的数値と

Lて提示したもので，テューダ絶対王政の絶頂期に属するエりザベス 世第4

年とイギリス草命開始の年とをとって，イングランドの 7県で所有者を確認で



自由保有地における旧体系の壊酒と慣習時有地の情況

第 6衰マJトの移動， 1561年 1640年

15仕61)年 162年

(2G) 25 

マナ数 マナ数 増減 マナ数 増減

(%) 

国 王 242 53 -187 53 
(9.5) (2.0) ( -7.2) (2.0) 

貴 族 335 157 -F8 343 十8
(13.1) (6.1) ( -7.0) (13.4) ( +0.3) 

ジェシトリ
I(，6F709 1〕 2(8，口0551〕 +346 1σ38368 3〉 +159 

( +13.4) 〔十6.2)

教 会 185 179 -6 179 
(7.2) (7.0) ( -0.2) (7.0) 

団 体 67 76 +9 76 
(2.6) (3.0) ( +0.4) (3.0) 

そ の 他 9 31 十22 31 

総 百十 〔210，50407〕 〔21050407〉
。

(21日，50470〉(0) 

きる計2，547~ナの，この80年間における所有の変化を示Lている"。表中の(2)

(a)は， こ白期間に新たに貴族の称号事ヲ得た家族のマナをジェ γ トリの所有に

含めたばあい， (2)-(b)は，同じものを貴族の所有に含めたばあい，のそれぞれ

の数値である。前者は， トーニーがもともとの問題提起に当って提出したもの

であり，後者は， トーェーにたいする批判としてトレヴァ=ローハーの示した

方法にしたがってト ニー自身が再提出したものである。 iジエントリの勃

興」をめぐって主としてトーニーおよび L'ストー γ とトレヴァ=ローパーと

のあいだに展開された周知の論争については，ここであらためてその詳細に立

ちし、ることはしなし、230

。Tawney，‘TheRise of the Gentry'， P田 tscript，Eco. 1王R.，Second Series， VoI. vii.， 
No. 1， 1954， reprinted in Carus.Wils叩， E. M. ed.， Essays in E回n四 ucHistory， London， 

1954. p.210の表。 7県とは，ハーファドシア，ベドフアドγァ"キγガムシァ，サリ，ウス
タジァ，ハムフV ァ，ヨークツプのノース・ライデイングである。 lbid.，p. 210， n. 3. (浜林正

夫訳Ii:/""ソトリの勤興』宋来社.1957:年， 95ベージ註3.)

2) 拙稿 117世紀イングヲ γ ドの土地所有J I程済論叢~ 122巻 5，6号，註3参照。
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しかし，第 1に， ト ニ)ーの表からわたくしたちが，そうした論争とかかわ

りなし全〈異論なく確認できることで，しかもわたくしたちの見地からは特

別に意味深い事実がある。その 1つは，王領マナの急激な減少である。 1561年

に総数の10%近〈を占めた宅領7 ナは， 80年後には，わずかに 2%にまでその

比重を低下させている。この 7県にかぎらず王領地全体をとって</" S， J目 7 

ッシの研究によってさきに第3表にその一端を示しておいたように，例えばエ

リザベス晩年からジェイムズ一世の治世の初めにかけてのわずか10年余のあい

だに，収入にして 5分の 3が失われている。重要なのは，それが売却によるも

のであったことである。その規模は，第 7表幻に窺われる。章命に先立つ79年

間に総額 224万ポンドにのぼる巨額の王領地が売却されたが，エロヂベスの治

世45年間の82万ポンド，年平均 1万8，000ポンドにたいし，初期ステュアト2代

の 35年間には，飛躍的に加速されて， 143万ポ y ド，年平均ジェイムズ治世の

3万5，000ポンドから，さらにチャーノレズ治世には， 5万ポンドに及んでいる。

第7表王領地の売却1558年 1637年

期 間 累 計 年 平 均

1558-16Q3 817£ β00.0 18£ ，1556 

1603-1625 775，000.0 35，227.3 

1625-1637 651，158.5 50，~日89.1

総 計 2，243，158.5 28，394.4 

まさに主領地一一ーかのバ←ネットのいう「この国の有力諸家族」の「宮廷への

依存」の根源の 1つであった王領地，そしてなによりも，あの土地所有の旧体

系，旧社会構成， I日i政体の頂点に位置する絶対主義大権の，自立的な物質的基

礎であった王領地 が，いまや音をたてて崩壊しつつあること，これが「論

争」とかかわりな〈確認できるしまたしなければならなし寸つの点である。

第 6表から異論な〈確認されるはずのいま 1つの点は，王領マナ数の減少と

3) Madge. S. J.. The口'ompsdayo./' Crown Lands， London， 1田8，pp. 41-42， 47-64 より

作成。
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逆比例して，中間領主諸層の所有マナ数が増大しているιとである。 80年間の

王領マナの減少数187にたし、して，貴族およびジ z ントリの所有マナ数は， 2，044

から2，208へと164増えており，マナ数にかんするかぎり，事実上，前者の減少分

の88%近くが，後者の手に渡ったにひとしい結果が示されている。事実，チャ

ーノレズの治世に行なわれた 2度の「大売却」で， 1度めは， 155名の貴族とジ

エントリで総額の75ないし80%を獲得 L， 2度めもJ この両者で 60%を獲得

しているのである(第8表")。 トーニーのいう「新たな社会均衡 new equi-

第 8衰王領地購入者

1625-1634 1628-1639 

売却総額 247£，597 暑 349£ ，897 

購 入 者
人人2数2 購25入~%額30 

人人数 購入10% 額
貴 族

ジエントリ 133 50 50 

商 人 5 10 25 

その他 58 10~15 15 

言十 218 100 350 10日

取 但しこのうち，完買の経過をたどりうる土地は，金額にして234，437ポンド。

1ibriumJ は，なによりもまず，王室と中間領主諾層とのこの関係について承認

されてしかるべきである。革命における権力バランスの変化は，それに先立つ

土地所有パランスの変化のたんなる結果にすぎない，という『オゥシ アナ」

(1656年〉の著者の命題"が，この大まかな点にかんするかぎり，事実をもっ

4) Tawllピy，'The Rise 01 the Gentry'， Eco. lI. R.， Vol. xi， No. 1， 1941， reprinted in 

Carus羽rilsoned.， op. ot.， pp. 200-201， (前掲邦訳64-65ベ ジ〉より作成.
5) ジェイムズ ハリ γタン(1611-1677)によれば，革命の原因は，テュ ダ，ステュアト両朝

治下での莫大な土地財産白人民への移転にあった。土地財産はj固人化され固に見えるかたちにさ
れた国家権力である。 rバランスが人民のほうに傾いている以上. その国家は， すでにして人
民的なものになっているのである。 IHa門由民間's Works， 1700 edn.， p. 69 (Oceana)， pp 
388-389， (The Art Law-gi叫 ng)，quoted in T町>mey.The Ag-rarian Problem， p. 38可 cf.
T臥叩ey.‘Harrington's Interpretation of hi.s Age' i.n Proceedings 0/ the .B門 tishAca-

d切り.Vol. xxvii， 1941. (浜林正夫訳「クェソトリの勃興』前掲所収。〉なお右に関連したハり
ンタンの記述。 部位， Hill. C. and Dell. E. ed.， Tlze Good Old Cause.- The English 

R町 olutionof 1640-60， its C田 JSes.G日 lrseand Conseque-tκ百， London， 1949， pp. 261-
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て立証される乙とになることを，読者はイギリス革命。経過のなかで了解され

るはずである。

(1) 領主自由保有地の大量的商品化

第 2に，第6表に示きれるマナ所有数の変化は，当然それに幾層倍する大量

の土地移動，頻繁な土地売買の存在を思わせるものであるの表はただ.7'f.いに

錯綜したその過程の，結果だけを表現しているにすぎない。実際トーニーによ

れば，同じ 7県で，所有者をたどりうる2，500余のマナのうち， 1561年と 1600

年の40年間に， 3分の l弱が一度は売られ， 1601年と1604年の聞に 3分の 1強

が売却されている九 同様な情報は，ほかにも挙げることができるのである

が7〉，それらは，領主的諸層相互のあいだに広汎な土地市場が形成され， 領主

自由保有地が急激な土地商品化の渦にまきこまれつつあることを，紡備させる

ものである。この時期に土地集積を行なった数多い事例の 1つ，ノーサンブタ

ンシァの貴族スベンサ家による盛んなマナ購入とその一部の再売却，推定され

る売り手の階層からも，そのほんの 端ではあるがうかがし、知ることができょ

う(第 9表")。こり例には， 1641年時点で，過去20年間の 8回計 1)J6，400ポ

ンドにのぼる上地抵当負債を負っていた同じノーサンプタ γ シァのプイッツウ

ィリアム家の"例を，対腺的に並べて挙げることもできる。

いうまでもな〈土地の商品化すなわち「土地の譲渡可能性および譲渡」は，

263 に収録されている。 TheCommonwealth of Oceana， 1656.比グロ A ウヱルに献呈さ
れたもので，もちろん厳密にいえば，事前の手言ではなく， I事実をもって立証」されたことり
共和主義者ハリンタンによる理論化である.Cf. J)icuonary f々"National Biι'graρh:y; Low 

S.， The工)ictionary0./ English His白 ry，p. 561. 

6) Tawncy，‘Thc Rise of the Centry うp.192. (前掲邦訳48、 ジ。〉
7) 7県のうちロンドシの影響りつよかったハ ファドシァと十リでは， 600余白マナのうち 4閃6

以上が 1601年か~ 1640年りあいだに売られたといわれ (ibid.，p. 19:: 前掲邦訳， 48へ-，:))，
162C年にペドファドジァで土地をもっていたジェソトリ申ほぼ3分の2が， 1668年までに土地を
売って地元を離れたとみられている (ibid.，p. 191‘前掲邦訳， 46ベージ〉等々 e

8) Finch， M. E.. The Wealth 0.1 Five Northamptonshi問 Families. 1540-1640， 
Publications of the Northamptonshire Rec町 d Society， vol. xix， Oxford， 1956， p. 176. 
App四 di.xlX， Table Tより作成υ

9) Cf. ibid.， pp. 198-199， Appendix， XV， Table 0 
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第9表 Spencer家のマナ購入， 1540年 164C年

年度 1 マナ宅 |価 格|売 り子

1557 By量eld £378f74 王 室

1563 Cumberford 390 o 0 Th. Cumbeford 
(復帰権〉

1575 Mu畠coll 1，4'口D o 0 W. Gent 

1566-78 Howbery 

Crowmarsh 

1588 在修 Wickenの旧小
道院領 R. Ketteridge e 

1592 Nobottle 
G. Punte 

2，150 o 0 F. Be工nurd，esq 
Little Brington 

1602 Priors Marston 1，700 o 0 F. Beal， esq噌

1615 Deanshanger 2，岨O o 0 Sir R. Winw∞d 

1627-36 Hinton在の 1主要 H. Catesby 
マナ

1632 Radbourr沼田半分 5，700 o 0 Th. Wilbraham 

1633 Prior Hardwick 

く29) 29 

再売却

1639 

1585-1600 

1617 

地代の貨幣形態への転形による資本化された地代すなわち地価の形成とともに，

「本質的契機」となり，やがて「都巾そり他り貨幣所有者も，地所を買って農

民なり資本家なりに賃貸し，かれらの投下した資本の利子を地代として受けと

りうる」乙とともなるのであるが山，わたくしたちが眼前にしているのは，ま

さにこうした地代を収取しうる土地所有権の商品化が急激に一般化しつつある

事態である。これらの士地の商品化が，どの土うな「従来の搾取様式の転形，

所有者と現実的耕作者との関係の転形，および地代そのものの転形山 lに伴わ

れており，またそれらを防長することにもなっているかは， jllJに考察する。と

もあれマナを取得する ζ とが，今なお政治的・社会的権勢を手に入れる鍵であ

10) Marx， K" Das Kapital， Dietz Verlag， B町 lin，1953， Bd. IIL， S. 853. (If資本論』第3部
長谷部文;躍訳，青木書陪I 1953年" 1130ベ ジ， rマルクス エンゲルス全集』大月書庖， 1966 
年申b，1028ベジ。〉

11) Ebenda， 5S. 854-855. (長谷部訳， 1130ベー出全集版@b， 1028ページー〉
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っただけではなL、。いまや土地を獲得することも，土地を取引することも，金

銭的致富の源泉となりつつある山。 1例を挙げよう。第8表にかかげたチャー

ノレズの治止の王領地「人売却」のうちの 2度めは，土地を担保とした y ティか

らの320万ポンドの債務を償還すると同時に，追加貸付を得ょうとして， 1628 

午に，エドワド・ディッチフィーノレドを筆頭とするシティの受託人たちに一括

して引渡され，後者がその後12年聞にわたっ亡それを売却することで債権の回

収に当てたものである13)0 その際の商人層による購入比率の高さもさることな

がら， シティの貨幣所有者たちにとってこの取引が十分な「利子」をもたらす

ものであったことも，第 1回の「大売却」に明示されているような原則として，

1，000ポンドを超える単位での購入に応じえたものがどのような経済状態にあ

ったものであるかも，また購入者たちにとってこれらの土地が多少とも魅力的

な商品であったにちがいないことも，恐らく想像するにかたくない。その事情

の一部は，たとえば， 1608年に検地された 9県111の王領マナで， 現に徴収さ

れている年地代の額と， I改良」によって可能と見積られた価値との開きが，

謄本土地保有農の地代で 8倍，定期借地農のそれで 3.3倍，平均して 4倍に及

んでいた， という事実凶からも，いく分かは納得されるにちがし、ない。この開

12) r法律を商売にする人聞が異常にふえた 1591年から160C年と， 1631年か0>40年とをくらべ
ると，グレー法学院とリンカ}ン法学院で弁護士資格をとったものの教は，ほぼ3分の 2だけふ
えている一一ーのほ，主として譲渡証書作:nt~註者になる機会が新しくひらげたためだといわれる。」

(Taw田 Y.Oρ cit.，p. 191.前渇邦訳， 46ページ。) なお同時代人の目に映じた土地取引および
投機の剖については， cf. Johnson， B.， T，んeDe日 1is an Ass. Everyman's edI:l.， H， p. 291; 
Shirley， The Camester (1633)， Act 1， Scene 1，四ldH叫 oricalManuscri戸 Commiss-
ion， Sack日 lleMSS， 1， p. 152， extτacted in Hil1 and Dell ed.， op. cit.， pp. 48-49 

13) Tawney，。ρ at.，p.目。(前掲邦訳， 64ページ， 69へージ注86，) また cf.Madge， o.ρ， 
日't.， p. 318. 

14) 160匹手の横地U結果を表示すれば， 第四表のとおりである (ibid.，pp. 56-57 より作成)， 9県
とはイングランドおよびウェイルズの，カンパランド，デ ヴ γγ ァ， ド シト，十マット，ウ
エストマラソド，ウィルトジア，ヨ グジァ カマーザソ ベγプノレクの諸県であるu 王領地が

一般に〔教会領とならんで〉低地代であったとは，よ〈言われることであり，ここでもマッジが
力説している。かれD倒にならって. 1人当り平均年地代を算出すると，自由土地保有農3シリ
ング，謄本土地保有農9シリング， 定期借地農48シリングとなる。 しかしこれでは， 単位面積

当りの地代の実態は，わからない包 1'.0の推計を乙とろみよう。ここ Cもワイルト γア白円ーノ、
ト軍所領り16世紀のエ カ 当り改良年地代35へンス (Kerridge.E. 'The Movement o{ Rent， 
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きのなかに，金融者の「利子」も購入者の利得も，その多〈が潜在的に含まれ

ていたのであり，またこのことのなかに，農民とくに自由土地保有農から区別

された右の二つの階層が売却によってこうむる運命も，ある程度暗示されてい

る。ともあれ以上のような諸事象を通L"(.わたくしたちは，領主自由保有地

の所有権が，事実的に商品としての土地所有権つまり私有権としc.大量的に

流通しつつある情況を，見てとることができる。領主自由土地保有の土地私有

への傾斜は， しだし、にとどめがたい趨勢となりつつある。

(0) 1身分による所有」の後退と「貨幣による所有」の増大

第3に，こうした土地所有の犬量的商品化の背景には，国際的拡がりでの商

品流通，貨幣価値の低落，農業における商品生産の新たな形態での展開， とい

った諸事情が控えていたのであって，そうした商品経済的諸関係が，領主的諸

層をとらえつつあったとすれば，わたくしたちは，その内部の貴族とジエント

リのいずれがこの 1世紀聞に勃興または没落しつつあったかを問うまえに，こ

れら領主的諸層の土地所有と生活をとりま〈諸条件が，いまや因襲と常軌と静

穏の牧歌的世界のそれから，変化と動揺と個々的な浮沈をこそ常態とする鉄の

代地年醐
一
値品価五

位
一
年

地

T
1

酔
一
数

瑚
一
人

衰
一

第一

J県

自由土地保育農 回8人 135 .E £ 

揖有料什自由土地保育農 34 567 

謄本土地保有農 3，686 1，660 13.375 8 

慣習ー任意土地保有農 314 

定期借地農 1，317 3，144 ユ0，340 3.3 

計 6，249 5，592.5 24，502.2 4.4 

1549-1640'， Eco. H. R. Second Series. Vo1. vi， No. 1， p. 25.)を目安としよう@いまかりに
主領地縄地宵が，ほぼこの程度を時価〉じて，改良価値を賢eiEしていたとすれほ，定期借地農の
エ カ 当り現行年地代は， 35へンス申3.3分の lすなわち 10.6ベンス，謄本土地保有農のそ
れは， 45ベンスの8分の lすなわち 4.3ヘンJえとなる. このあとのものは，やはりさきにヲlいた
1568年のハムジアの宗教領タロ γダルの謄本土地保有農の固定地代エ}カー当り 4ヘソス〈篠塚
信義， 116世紀イギリスの農民層分解J ，史学雑誌』第67編第 i号， 6ベータJにほぼ等しい.
もっとも右の9県は，いずれも慨して辺境部に属L.実際の地代は，これより下まわったと見る
りが葺当かもしれない。いずれにしても王領地の旧地代は極端な低額であり，その改良可能価値
がきわめて大きかったことはまちカSいない，
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世 界のそれへと，決定的に移りかわりつつあったという事実'"を，十分に認め

てかかることが，まず必要である。個々の領土的家 族の家運のめまぐるしい隆

替こそはむしろ時代の必然だったのであり，上昇と下降はこの層を襲った同じ

事態の 2つのちがったあらわれに外ならなかった山。 トーエ の挙げた零落す

る貴族 E多数の拾頭するシエントリの例も，これと一見正反対の， トレヴァ=

ローハーの提示した「大農業家Jr大牧高業者」の貴族主， 落腕するジ~ :/ト

りの例も，この前提のうえでは， ともに Lごく当然のものとして受けいれるこ

とができる。このことは， トーニーもその叙述のなかに事実的に織り ζんでい

15) この点は，まちが、、なく時人によっても膚身に実啓されていたのであって，たとえばサー ジ

ョン オゥグラシダが1632年に自ら白血で書き遣したといわれる改の 1文を見られたい。，田舎

のただりジェントノレマン白身には，身代をこ Lらえる由も，家運をあげるのも到底かなわぬζ と

tある。己れり相続地をつくお ζ とはもとより，ほかになんとしても，宮廷人なり法律家なり曲人

になるとか，とにかくなにかの職にありつかねばならなL、それもかなわ白とあれば，船を手に

入れてそいつをうまく運用させてやるか，会計監査宮町地位を買ってやるか，それとも県の海防

副司令にでもしてやることだ。型の尻を追っているだけなら，約束を守って，まっすぐに生きて

はいけようが，産をなすことなど夢白また夢である，ザ ジョ γ ・オゥグヲンダ，自らの血を

もってこれを書し 1632年6月25日時によわい48揖 J A R()yalut's Notebook， The COm 

monplace Baok of SirJohn Oglander of Nunwell. 1622-1652. ecl. by Bamforcl， F.J 

1936， extracted in Hill nnd Del1 ed.. o.ρ cit.J p. 48 オゥ〆ランダは， 同士のものを息子に

遺訓としても与えたといわれる。よわい48.歳に遣した Iジェントルマンのやや悲情な l文は，何

を語るか。 トνIノァ=ローパーにしたがって (Trevor，=Roper'opαt.J pp. 26 f.)，当時一世に

「地方クエントリ J<v世落の運命と，それか"'<v脱出酪が主として宮廷および官職にあったこと

を示唆するもりだとまで， 般化するには，余りにも，書き干の事情にかかわっていたかに思わ

れる個人的思いいれの強さを覚えさせるも自である。さりとて， トーニーのように「悲観論が許

された頃の，それにしては余りに悲観的な言葉J(Tawney，噌 α't.， p. 187.)として， たんに

間外的個人の悲雷L請と片づけるには， ト昇へのつよい執念と漠棋とした願望ながら具体策の提案

を含んだものである。わた〈しには~の 1文りなかに，旧態維持は. ，時勢」にとり白こされ

るか没落を憩悼するのであコて「とにか〈なにか」をやることのなかにしか上昇の機会はない，

という激動する時勢の変についての当事者感覚を読みとることで， さし当り十分である。宮廷や

官職、の志向がつよいこともたしかである。，なにか」をやる ζとが農事にまでN.ばない点に，

フ「クグランダの精神的態度のある種Dありょうがうかがわれるともいえる。なお当人は，のちの

王党派。

16) この点を共通了解として確認することが， きわめて錯綜した「ジエントリ論争」を「超え」て，

なおかっそこから積極的なものを汲みとるためり，なによりも必要な前提であるように，わたく

Lには思われる. ，論争」の現段階は，立おも「と多〈白個ZI民葬伺Iの発掘を要請するものである

ことはたしかであるが，それが右の前提をよたいたまま進行するならば.わたくしたちは恐ら〈現

実の多樺さを前に，ただ現実世界の「不可思議な軍沌Jを昧噂する一種の「実証的=ヒリズム」

に陥いるほかないのではないかと予感される図



自由保有地における旧体系の額額と慣習保有地の情況 (33) 33 

たことではあったが，わたくしたちははっきり， トレゲァ=ローパーとともに，

「貴族もジエントリもいずれも」この激動の渦中におかれた「領主であった17)J 

ことを認めねばならなL、。

では，これらのことを前提してなお，個々的な事例を超えた大量的概括から，

なにごとかを語る ιとはできないだろうか。いま一度第 6表にかえろう。 トー

ニーの言うとおり， 1561年以後に貴族になった「新貴族」の所有するマナ 186

を，貴族の所有に含めたとしても， 1640年に，貴族は全体の 7分の 1から 8分

の 1. !/ェユメトリは 4分の 3弱を所有しており， 80年間に前者はわずか 8マナ，

全体の比重に Lて0.3%増加させたにすぎないのに，後者は159マナ， 6.2%増加

させているn ジ~:/トリの優位は，程度の差こそあれ，変らない 18)。しかしこ

こからは，貴族の停滞ないし現状維持を語ることはできても，その没落やそれ

に代わってのシエントリの勃興を結論するには，やはり無理があるといわねば

ならない。貴族とジエントリという名称にだけ拘泥しているかぎり，わたくし

たちは，依然として行手定めぬ霧のなかに立たされているようである。

しかしかりに，新貴族の多〈が，その土地の大部分をジェ γ トリとして獲得

して貴族になったものだという， トーェーの前提山が幾分なりと正しいとすれ

ば，そのことのなかに，問題の新Lい側面がほの見えてきはしないだろうか。

貴族という名称こそ同じであれ，それを構成する要素は，いまや購入によって

土地を獲得しつつ拾頭する層によって，とって代られつつあるということであ

る。上院に幡踊して，土地所有の旧体系，旧社会構成，旧政体の，頂点を囲穫

する側近権力集団たるはずの部分にさえ，旧来の貴族とはその社会的性格を異

にする要素が浸透しつつあった， とし、う事実である，，)。第12表は，貴族の没落

17) Trevor-R叩 ey，op. clι， p. 6 

18) Tawney， op. cit.， P血，tscriptJuly， 1954 
19) lbid.， p. 209 
20) 革命に先立つ 80年閣の貴族の新設は， 第11査によって知られる CDavies.G" TIu:: Eurly 

Stuarts. 1603ユ田O.Oxford， 1952 edn.， p. 264.印 dT目 vor-Roper，op. cit.， p. 5 より作成@
なお d.Tawney， op. cit.. p. 2U9. (前掲邦訳.95へージ住2)，)総数とは，それぞれの期聞東白
現員数である。貴族D新設は，エリザベス0)40年間にわずか8家族にとどまったが，初期ステュ



34 (34) 第 120巷第1.2号

を論証するものとしてストーンが提示した数値に，若干の加工を施したもので

ある2九 1602年以前の貴族にかんするものであるから，右にふれた新貴族はご

く一部しか含まれていない。これらの貴族の所有するマナは， 84年間に52%が

失われて，ほぼ半減している。興味深し 1のは，この表の細部である。この期間

にいわば貴族の所有を支えたマナの取得のなかで，主な要因の 1つは，取得総

額の32.7%を占める140マナの購入である。いま 1つは， 136マ ナ の 王 室 か ら の

下賜であって，ほぼ近い比重を占めている。とれらの旧貴族の所有にあ勺てき

え，前者のいわば「貨幣による所有」が，後者のいわば「身分による所有」に
J 

E敵するかそれを上まわるほどの重い要因となっているのである。他方かれら

の所有を崩壊させている最大の要因もまた，いわば「貨幣による所有喪失」す

なわち売却である。

第13表は， ミドランドの 3県にかんして，ほんの数パーセントの不明分を除

エリザベス(1558-1603)

ジL イムズ l世 (1603--1625)

チャルズ l世 (1625-1637)

19 

1 

アト 2代の40年間には， 90家族に及んでいる図同じ期間の断絶数20を差し引いて純増 70家族で

あり，幅人貴族総数ほ，この聞に，明から129へF約2.2告にふくれトっている。断静』分のなかに

新貴族がどれだけ含まれるかが明らかでないが，革命直前には， jiくとも俗人貴族自5分申3か
ら4分の 3とL う鷲〈べき多数が，新貴族によ vて占められるに::f-;>ているのである。ところで

G デイヴィスは，初期ステュアト朝によって創られた貴族たちは，大てい，貴族自望ましい 3

つり資格と見なされていたもり， すなわち高揮と功揖， 古い家系， および広大な所領， を欠い

ていたとして， ロンドン商人にして大蔵卿工皿d Treasurerさbにミドルセグス伯に成り上っ

た L.グラ γフィールドの例を挙げている.さらに16150竿頃，クェイムズによって拍められた売

爵が，当時，時価l万ポンドの値を呼んだことを伝え，他方売爵が， i上院が高貴田血統と不動

産権 blueblood and real estatesにのみ基礎をお<'"を阻止し，新富豪 nau，血 uricheに地

位を開放するごとに土って，中間諦階紐に「上院での1.代豊権を与えた」ことを， i直接的な 1

利点」として評価している Davies，噌口t.，p. 265 ともあれ， こうした新たな社会的要素に

よって貴控集団のきわめて大きな部分が占拠されるに至ったことは，わた〈しには，それ自体部

1つの「草命」であったとさえ呼んでよいように思われる。なおグランフィールドが行なった土地
樹貴'J1倒は，Historical Manuscripts白 mmisj田町 SackvilleMSS.， 1 (Cranfield Pep~)， 

p. 152， exiracted in Hill and nell ed.， op. cit.. p. 49 に見られるー

21) Stone. L..‘The Elizabethan Aristocracy; a Restatement'， Eco. H. R.， Second Series. 
Vol. iv， No. 3. 1952， p. 321， Appendix， Table A より作成。
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第12.衰 1602年以前からの貴族のマナ所有数

1558-1642 

1558年の所有 688 

相 続 152 ( 35.5%) 

主室からの下賜 136 ( 31.8%) 

購 入 140 (沼 7%)

取得言l 428 (100.0%) 

縁戚へD 分与 250 ( 31.8%) 

王室への復帰 60 ( 7.6%) 

売 まH 477 ( 60.6%) 

喪失計 787 (100.0%) 

京事 減 359 

1558年比減少率 52% 

1642年の所有 329 

いたほとんど全マナについての所有の変遷を整理した T目ハリナ γの数値を集

成したものである2230テューダ絶対王政の成立時にマナ総数の67%を手中にし

ていた「中世以来の所有者」のマナは，エリザベスの初年にはその過半が失わ

れ，さらに80年後には，わずかに14.2%にその比率を減じている。他方「新興

ジエントリ」の所有するマナは， 156日年には Y ナ総数のなかばを超え， 1640竿

には，その比率は75.8%に達している。ここで「中世以来の所有者」とは，

1480年時点にすでにマナを所有していた貴族とその他の領主，要するに中世以

来の家系につながる旧土地所有者をきしている。ハリナソによれば，このグル

ープ全体の顕著な衰退のなかで，貴族の所有マナ数は，テ 1 ーダ期に漸減の経

過を辿るが，凡テュアト期に入って増勢に転じており 3県にかんするかぎ

り，貴族の没落を結論することはできない閥、他方「新興ジエントリ」は，

22) Hallin回， T.，‘EnglishLandownership， 1480-1640: thc Decline of the Old Order 九 椎

名重明訳『土地制度史学』第9号， 51ペー山第13表，第14表を集成。 3県とは，ベドファド，
パキンガム，ノ}サンブタン Cある。

23) 向上， soページ第11表参照。
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第四表 ミドランド 3県におけるマナ所有数の変遷

I 14田 I1四 I15印 I16田|醐

室・団
411 434 217 171 128 

王 体 (33.0) (33.6) (16.6) (13.0) (10.0) 

834 570 381 291 182 
中世以来の所有者 (67.0) (44.2) (29.1) (221) (142) 

O 285 713 853 
(795781 〕新興ジヱントリ

( 0 ) (22.2) (54.3) (64.9) 

総 計 〈1l0，20405〉 (1L020809 〉 1i0，30 11 
C100.0) 〔1l0，03105〉 〔110，20D81) 

148日年時点にマナを所有せず，それ以後に所有者となったものをすべて含んで

いる24)。

わたくしたちは，貴族であるとジェ y トリであると を 問 わ ず ， ま た 新 旧 を 問

24) ハリナン{~.向上論文の続篇で，同じ 3 県の新興の土地所有者のうち. 6マナι上をもっ大土

地所有者について. ，富の蓄積過程」を考察してい札その結果を集成したのが，帯14'表である

(Hallinan， T.. • English工，andow司自ship，1480-1640: New Cl田 S田 ofLandowners '.椎名

重明訳， ，よ地制度史学』第12号.， 71， 72， 75， 77ベ ジの各表より作成〉。 ここでは，とくに

陣14葺新興大土地所有者の致富

l岨 1剛 1561-1臼計

婚 姻 5(14% 3〉 3(2% 14〉 8 (16ラ~3) 
国主の恩顧 12 く34.0) 4 (28.6) 16 (37.7) 

法律関係 5 (14.3) 4 (28.6) 9 (18.4) 

商 業 6 (17.1) 2 (14.1) 8 (16.3) 

計 28 13 41 

新大所有者総数 35 (100.0) 14 (100.0) 49 (100.0) 

大きな土地所有者に限定されているが，まず「国主のE顧」によるものの比重が大きいのが目に

つししかしそのうちの半分以上位，修道院解散を含む絶対王政の確立過程のも申である。また

円リナンによれば，全体として，直接国王より下賜されたものは少<.宮陸およU官職への寄生

によってえた金での土地市場を通巳ての購入が多かった。したがって，こ白いわば「身分による

所有」は，当時「農民上層および比較的小規模な土地所有者層に最も重かった」諸税への寄生，

つまり主左して土地所有者聞の貨幣的宮の強権的再配分によ勺て保たれていたのであ q て， 方?

では， この部分の土地所有者層の王権へ白木断の依存の源泉となりえたが，他方tは，主権およ

びかれらとその他の土地所有者層との当然の社会的確執の原因となりうるものであった， という

ことができる。(同上75ヘ ジ参照。〉 トーニーカ3問題とした8世手間には. ，国主の恩顧」は，

「法律関係」および「商業」を通じての亜宮による土地購入によって，大きく凌駕されるに至?

ていることがわかる。
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わず，領主的諸層の個々の家族の上昇と零落の無数に多様な例がみられること

が，経済的・社会的に時代の必然であるという恵味で，むしろ自然であったこ

とを，十分に承認したうえで，概して，純粋に中世的な「家系」や「身分」に

よる所有が後景にしりぞいて，なによりも購入によって上地を獲得しながら拾

頭するグノレーフ.の所有が増大しつつあること，象徴的にいえば， I身分の力」の

後退と「貨幣の力Jの増大を，見てとることができる。そして後者のグループ

を，その後白称号忙かかわりな(. 11:< I新興ジ 1γ トリ J~.呼ぶとすれば，

わた〈したちは，概してトユーとともに， Iジエントリの勃興」を，傾向とし

て認めてよいであろう。もちろん，あくまで呼称にこだわっていえば，勃興し

たのは「ジエントリ」だけでな<， Iジェ Y トリ」の全体でもなく I貴族」

と「ジエントロ」とのある部分であったし，またかれらの勃興を規定した要因

としても，増大する「貨幣の力」とならんで， I身分の力」もまた，その内実

をかえながらも，なお絶対王政下にふさわしい威力を保っていたことも事実で

あって，これらの点で， トレヴァ=ローパーの見解にも必要な敬意を払ったう

えでのことである。

しかしそうはいっても，この勃興する部分にかんしていえば，主としてそれ

に，輪廓もやや莫然とした「ジエントリ」の呼び名を当てることは，同時代人

たとえばトマス・スミスが，いわばこの社会層の出自とでもいうべき視角でと

らえたジエントリの実相に近かったこともたしかなのである。 Iジェントノレマ

γについていえば，かれらはこの国では，いとも安直につくられる。 要す

るに時間的余裕をもって肉体労働をせずに暮すことができ，ジュントノレマソら

しい風采をして紋章平門印をつける人は，且那と呼ばれる。それが，ヱデスグワ

イアやその他のジェ Y トノレマ Yに，世人が進上する称号である。こうして当人

は，ジ主ントノレマン左見なされると止になるZ目。」門地あやLい身からの L fo' 

ってジェントルマンらしい生活諸条件をきづき，ジェントルマンらし〈振舞う

25) Smith. Th.， De Re.戸UJlicaAnglorum.-a Disco昨 '5eon the凸叩?悶'1wealth0.1" Ji.ng-

land. 1583， ecl. by Aletun， L.. Cambridge， 19岨 I Lib. 1.， chap. 20.ーOf，Gentl江辺n'
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ことのできる人聞が，すなわちジヱ Y トノレマンなのである。かれは，貴族の称

号をもたないまでも，農民からは区別された「且那」であれ自由土地保有農

(ヨーマン〉よりは上の土地所有者であって，医者十弁護士十商人として土地

を買う金を蓄えた人間であってもよい L 大所領の木領地の突いりのよい大借

地人とその家族であってもよかった2則。要するに，素性はともかく周囲からそ

の力を認められた村や教区のE那であり， ときには県内にひびいた有力者で，

なかには貴族の称号を手にいれるものもいた。もちろん，かわらがジ ~Y トノレ

マンになる時の情況はこうであっても，かれらやその家系がみな，ひたすら上

昇の一途をたどったなどと考えることが，時代の実情に合わないことは， くり

かえしふれたとおりである。したがっ亡またし、わゆるジエントリの個々の家族

のすべてが，同じ程度に「貨幣のカを，力のなかの力とする，時代の予」であ

ったわけでもなし、。より「旧態の牧歌的な領主」から，時人によってあれほど

非難の的とされたより「強欲な領圭Jまで，区々さまざまではあったであろ

.:; 27) 
ノ 0

しかしいずれにしても，革命の直前には，領主自由保有地の，少くともマナ

数にして.70%から80%が，こうした新興社会層の所有するところとなってい

たのである。

土地所有の旧体系は，第 1に主領地の急速な崩壊と，中間領主諸層への土地

所有ノ〈ランスの大巾な重心移行において，第2に，領主白由保有地の大量的商

品化と流通におい ζ，第3に，領主的諸層の生存諸条件を不断の変動と浮沈の

世界のそれへと変えつつある商品経済的諸関係の漸次的浸透および，かれらの

2fi) Cf. Tawney，。ρ 口't."p. 176. (前時晶邦訳. 13へージJ
27) I強枇な領主Jαovetouslord of manorと一部の大借地農にたいする時人目論難は，枚挙に

いとまがないほどである@さしあたり， cf. Tawney， The Agra門 anp，刊日師~， pp. 6-8他方，
大雑把ながら旧態領主白ありょうを印象風に回顧したものとして， cf. G. W.. Re喧 ublicaAn 

glicana， 16団， p. 39 また牧歌曲な旧態大領主の生活様式の詳細と， さらに一転して所領経営
り「改良Jに移る過程とを伝える例として， cf. Smyth， ].， Lives of the Berkl，叩5，II. pp. 

285-286. 361. 364. 368戸 369，378， 410 あと白2つは， extracted in Hill and Dell ed.， Op 
cit.， pp. 44-47 
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所有における「貨幣の力」の増大と「身分の力」の後退において，やむことな

く進行する壊類の徴候を示している。それらを通じて，総じて領主自由土地保

有すなわち領主的土地所有権が，大権に整序されたゲヴ 1 ーレ的所有体系の枠

を超えて，土地私有権主しで成熟LてLぺ傾向を.読みとることができる。

慣習保有地の情況

土地所有の重層体系の底辺を構成する農民慣習保有地に目を転じることにし

、ー

ょっ。

(吋慣習土地保有農とりわけ謄本土地保有農の数的優位

土地所有の概況把握において確認したとおり 17世紀にあっては，領主所有地

の最大部分 (52.4%)が同時に， 農民慣習保有地であった加。慣習保有地とは，

当該時期の地代帳や検地帳にあって， iマナ裁判所での還付と承認によって移

転し，かっマナ裁判所の記録で立証されるマナの慎留にしたがう土地 lands 

which pass by surrender and admittance in the court of the rnanor~ and 

which are subject to the custorn of the manor as evidenced by the 

records o[ the courtJの総称である配。 Iーェーの集成した118のマナの数値

によれば，この種の上地を保有する慣習土地保有農は， 81-;('ナで，土地保有農

民の最大多数を占め，全体として農家総数の61.1%(不詳分を比例配分すれば

65.4%)を占める支配的部分をなしている>0'。きらに，マナ経済に占めるこの層

の比重は，たと止ぱ， A.サヴィンの集計した 8つの修道院が， 1535年に所有

した 6県にまたがる74マナの，本領地をのぞく土地からの地代収入1，427ポン

ドのうち， 1，310ポンドすなわち12分の11までが，慣習土地保有農からの地代

であった， という事実にその一端をうかがうことができる3))。実際， i人数の

28) 拙稿「ユ7世紀イングランドの土地所有Jr経済論叢.ll122巻 5.6号，第1表参照.

四) Tawney， The.Agァ-ana1包 P四 blem，p. 47 
30) lbid.， p. 41 
31) Savine， Ale田 nder，'English Monast四四回 theo_Eve of由eDissolution' in Oxford 

正itudiesiη Social and Legal Hist01てY.1909， vol.， 1， pp. 156-159 
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点、でも支払いの点でも，慣習土地保有農は，自由土地保有農や定期借地農とは

っきりもがって，イ Y グラ Y ドの農業生活でずばぬけて重要な階層であコ

た32)oJ この屠大多数の慣習十一地保有農の平均保有規模は 21エーカーであり，

わずか 1万7，000家族足らずで平均1，150エーカーを所有する領主所有地土， ま

さに階級的に意味深い対照を示している。

さらに慣習土地保有農は，土地保有態様の点で 2つの層に細分される2へそ
の 1つは，たんに「領主の意志により advoluntatem d.印刷削:at the will of 

the lordJ とか「領主の意のままに atthe pleasure of the lor'dJ とかで土

地を保有するとされる任意土地保有農 tenantat wiI1であり， いま 1つは，

「マナの慣習にしたがい，マナ裁判所原簿の謄本によって，承認登記簿の謄本

に示されている条件で according.to the custom of the manor， on the terms 

set out on a copy of the entry of admissionJ土地を保有する謄本土地保有

農 copyholder である制。 いまこの区分にしたがって，同じ118のマナの

邑793名目慣習土地保有農の内訳を不したのが，第四表である制。 ここで謄本

土地保有農は，慣習土地保有農全体の77.7%， I慣習土地保有農」とのみ記載

された部分を按分すれば88.7%を占め， ζ の数値とさきり慣習土地保有農全体

の数値とから，総農家戸数の少くとも58.3%(65.7% x 88.7%)は，謄本土地保

有農であったことが知られるu 当該時期の農民的土地保有の基幹部分を構成し

ているのは謄本土地保有態様 copyholdtenure であり，領主的土地所有の対

屈としての農民的土地保有について語ると者，後者は事実上，謄本土地保有を

32) T創刊ey.o.ρ cit.. p. 41 
33) 以下の叙述については， cf. ibid" pp. 40 ff.; Potter，噌 cii.，pp. 130-134 また新井嘉之作

「イギリス農村社会経諦史』湖茶の水書房， 1959年， 168ヘ ジ以下の簡慣な整理を書照固
34) Tawney， 0.ρ cit.， p.47 なお cf.Blackstone， W.，白nmentar.凶 onthe La日 5of Eng-

lmul， 1770， Bk. II， p. 90 
35) Tawney，噌口t.，p. 48. Table III こ叩点は当然同時代人によっても認識されていたと ζ

ろであって.1587年のハリスソの言によれば，謄本土地保有農は「園の圧倒的部分を支えて養っ
ている人びとJth恒 e“bywhom the gr白 testpart of the realni doth stand and is main-
tained ..であった，Ha口ison，W.， A Desc門 !ptioゅZ of Elizabethan England， ed. by With 
ington， L.， 1876. P. 120. 17-世紀四割めにクッグば，イソグラソド，， 3分自1は謄本保有地であ
ると見ていたといわれる。Quotedin Tawney， op. cit.， p. 49 
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第15表 慣習土地保有農内訳

| 計 |生地保有毒|弘保有毒|霊地保有車

ノーサンパランド 436 362 45 29 

フ ンカ、ンァ 451 295 156 

スタファド、ンァ 272 170 102 

レス夕、ンア 311 157 154 

ノー吋-/7~ ンシァ 355 253 93 9 

ノ ーフ ア ク 596 536 45 15 

十 フ ア ク 146 53 82 11 

ウィルト・サマ 817 786 31 

ハンプ、ンァ 251 251 

その他の南部10マナ 158 87 45 26 

言十 (130，07903 〕 2〔7，97508〉
466 377 

(12.3) (9.9) 

もって代表させるよとができるsヘ
(b) 土地保有の隷農的 諸 条 件 と 領 主 掠 農 関 係

謄本土地保有態様の性質を理解するうえでは，一面では，謄木土地保有を任

意土地 保有から区別しなければならないが，他面ではむしろ，との両者の区別

を絶対視しないことが必要である。任意土地保有農も〔すべてではないが叩〉

慣 習 土 地保有農であり，権原 title の点で慣習に訴えることができただけでは

ない。なにより謄本土地保有農もまた，文書的裏つ司けのある権原 documentary

36) ト一三ーの次の指摘を晶記されたい。 r土地痛関係D変化 agrarianchangl"sにかんする説明

で，イ γグランドの大ていの地方で謄本土地保有農が，ほかのどり階層白土地保有農民をも数的

に大きく凌駕しているという事実に， I分重きをおいていないようなも申は，かたときも有効で

はありえない.Jlbid" p. 49.。わが酉では， 15世紀後半にいわゆる独立自営農民の一般的成立

を想定するという強自の方法的見地目影響下で，自由土地保有と謄本土地保有とり区別が事実上

抹消されて， ト ニ のこの重大な指晴の意味は，全く考慮されないできた。総じてトーェーの

『土地問題』ほ，そりあれとれの部分があれほど権威的に利用されてきたにもかかわらず，そo
全体としては，全く C理解されざる書」となっているという奇妙な事実に注意を喚起しておきた
し、

.'7) 任意土地保有 tenancyat wi1lという用語は慣習保有地の保有者だけでた〈 荒蕪地や本領

地申たんなる無新耕作者 squattersであるもの白状態を表現するのに使われているばあいがあ

り，後者はその土地保有をどんなマナの慣習によっても保護されていないo Ibid. p. 23 
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titIe をもつことでたんなる任意上地保有農から区別されてはし 1るものの，や

はり「領主の意志による」任意土地保有農であることに変りはなかコたからで

ある伺〉。謄本土地保有態様は.(1)領主の意志において， (2)マナの慣習にしたが

い. (3)マナ裁判所記録の謄本により. (4)+地を保有寸る，左いう 4つの要件か

ら構成きれているsω。狭義の任意土地保有は， ，日農奴土地保有 villeintunure 

から謄本土地保有への発展途上にあって.(3)の要件を成熟させるまでに至らな

かった未発展な，それだけに謄本土地保有の「卑賎な baseJ 出自をなにほど

か暗示する例外的形態とみなすζ とができる仙〉。謄本土地保有は，かつての農

奴土地保有に由来する貨幣地代段階の隷農土地保有の完成された基本形態であ

る。謄本土地保有態様のこの歴史的出自と地位はまた， トーニーの言によれば，

15世紀から17世紀にかけての段階における謄本土地保有農の数的優位というこ

とだけですでに，証明されていないまでも暗示されている。 rこれほど多数で

広汎に拡がっている l階級の素性を尋ねるとすれば>13，4世紀の大多数の人び

との土地保有すなわち農奴土地保有のなかに見つけだすしかなし、。しかも農奴

土地保有には，保護された慣習土地保有と保護なき卑賎な土地保有とのあいだ

の根本的な違い一一一ιれ ζそ200竿後の謄本土地保有農がもっ法的保障をあざ

やかに示すものとしてときに自明の前提とされてきたものなのだが，そうした

両者の根本的違い といフたものは，なにも見当らないのである制。」

一方では，農奴土地保有態様を，全〈無権利な，無制隈の搾取に服したもの

と見なすと Fは，あやまわである。農奴士地保有にたし、する領主の請求権・支

38) ，謄本保有権は 1種の任意的保有権 a，戸ciesof estate at willである。 それは その起
源においてたんなる任意的保有にすぎなかった。JBlackstone，白m明 e1jtan"es，Bk. 11. (望月礼
一郎「謄本保有権の近代化一一イギリス土地所有法近代化のー断面一ーそのーJW社会科学研究』

第11巻第l号. 8ベク所引。〉なお d.Tawney，噌百九 p.47

39) 望月前掲論文(そのー)， 8ペ γ。
40) 怪意土地保有の本質的特徴は，テナントが 1件を記最したどんな証書も保持せず，有事¢際に

は裁判民野の記録またはそのたんなる記憶にたよる以外によるべきところをもたなかった点にある o

Tawney， o.ρ cit.， p. 47 謄木土地保有り農姐土地保有との連繋脅示すー評左として白任意土地
保有については， ウィルトシァのペンプノレグイ自領Knyghtonマナにかんする卜 ニ の具体的
考察を見よ。 L弘司， p. 51 

41) Lかui.，p. 50 
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配権は， もともと賦役を確保するための小農民経営維持の現実的必要によって

構造的に限界を幽されており， 小断にマナの慣習による事実的制約を受けざる

セえないもの立あった。他方己は， 謄本土地保有態様を，農奴土地保有態様か

ら全く隔絶した「事実上自由な」ものとア・プリオーリに思い描くことも， あ

やまりである。農奴士地保有者も， マナ裁判所により強制されうるマナの慣習

にしたがって権利として deJU間土地を保有する 「慣習的土地保有者」 であ

った曲n 違いは， 決論理上， 慣習に上る鷺奴土地保有の保障が，保有を領主に

対抗しうる権利として保障するところまで及ばなかったのに対して削，謄本土

地保有にあっては， 当該マナの慣習がそれを明示しているかぎりで 慣習は領

主に対抗して保有を権利として保障しうるに至っている点にあった“弘 ζ の違

いはたしかに， 13，4世紀と16世紀とを分かつものであり， 対象としている時

代の経済的進歩の不可欠の 1基礎条件をなしたものではあったが， 〈当該マナ

の慣習がそれを明示しているかぎりで〉という限定は， 両者の極端な対比を戒

めるに足る重大な意味をもっていたのであって， ζ の点はすぐあとで検討する。

ともあれ農奴土地保有から謄本土地保有への土地保有態様の移行は， 漸次

的・連続的に進行したのであって，貨幣地代への転換がほぼ15世紀の中葉には

全面的なものとなったことが農奴労働からのイングランド農民の解放にもった

画期的意義を見捨してはならないけれども， ぞれが， それ白体では， ま士三けっ

して封建的思隷属的土地保有態様からのイングランド農民の解放ではなく山，

42) 望月前掲論文〈そ申)，凹ベ ジ。
43) I農奴土地保有には2つり特徴がある. (第lに〕それは国王裁判所で保護されないこと。

(しかし第2 に〕一世泊，~.他D裁判所すなわちマナ裁判所で慌護されること a 但しそこでも領

主に対しては保護されなu叶九JPollock and Maitland， H1ゐtmツ ofEnglish La同 vol.i， p 

361. (望月前掲論士〈そのー).31ベ ジ所引。〉
44) 謄本保有権者の「権原 TitulJまたは(地位。) I保障 assuranceJは「マナD慣習による

secundum consuetudinem man吋官。叶だL マナ白慣習が， かれ白権利を確定し，奉仕義
務詑よび慣習を遵守するかぎりその土地をかれに保障問問開するのであるvJ COIUbe'S Case， 
1613， 9 Co. Rep. 75 a望月前掲論文(その二)， 58べージ所引。

45) Commutationは，字輯通り，芳閣法也代から貨幣地代への封建的地代形態の推転として，封建
市lの〔ピークから解体へと向う過程における)段階的進化のいわば自然的峰事を実現した点で，
イギリスの先進性を鮮明に示すものであった。由mmutationはまた，農奴労働からイ Y グラγ

ド農民を解主主した点で，世界史上初の国民的規模で実現された農奴解放であった。これに対比す
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その 1形態から別の 1形態への移行にすぎなかった， という自明の，しか LL

ばしば忘れられがちな事実を，いま一度想起し亡お〈ことが必要である。実際，

事態のこうした推移の当然の結果として. 16世紀，.や17世紀にすら，謄本土地

保有農に賦役を課している例は，決して珍しいこと ではないぺ身分上の農奴

villein by bloodでさえ少〈とも 16世紀中葉にはなお散見されるのである町。

ここでの謄本士地保有態様が， とうした時代に存在するそれであることを忘れ

てはならなし、。農奴制をもっぱら閣において"'.それと対照的に16世紀をひた

すら光において見ることは，わが国での支配的イギリス史像に慣れた目には，

抗しがたし、誘惑ではあるが，事実はやはり事実である。 1549年にケヅトにした

がって蜂起した 2万の農民にとって. r神が貴き血を流し給うて万人を解放さ

れたのだから，すべての農奴は解放されること48)Jという 条は，直接かれら

れば. 180千 10年のドイツ， 1861年のロシア申それは，明らかに時節はずれの，おくれた農奴解

放であった。これらの点に異論の壬紗由はない。しかしこ0点とかかわって，わが国で漠然とした

錯覚につきまとわれているかに思われる 1つD点をはっきりさせておくことは，当吊の諜扇にと

って曹、味のあることである.後者白農奴解放はI (1)農奴労働の廃止と. [2)農民による農奴保有地

の所有地としての買い取り， とをともか〈も基木的内容とするものであった(たとえば円シアに

ついて，レ ユγ 「ロシアにおける資本主義D発展ム 「νーニン全集』大月書盾，第3巻. 182 

ベ ジを見よ). 19世紀の良虹解放は右申[2)の点で， 内容的にも明らかにフランスλ草命以後の

所産であった。それらは，たんに時節お〈れであったがゆえに内容的にもお〈れたものだったり

Cはなしむしろそれゆえにかえって「すすんだ」内容をもちえた点を認めねばならない。この

点にてらせば， ∞mmutatlonは逆に，封建制の段階的進化の自然胡推曹という点でのその先進

性のゆえにかえって，農奴解放としては，当然のζ ととして. r不徹底な・不十分な」も白だっ

た0である.

46) 典型的な例は.1568年のウィルトシア白羽Tasherneマナにみられる.-20ェーヵ からな

る 1 ヴァギザトの保有者は，次のととを屋行するζL 領主の冬穀播種田ため 3~ーカー干の型

耕と馬把で白地なら L. 1エ '" 半の牧草地の刈りとりと草集め，飼葉こしらえロ 1エーカ一

半の小麦の刈りとりと結束，運担。 1= カ の大査の刈りとり。 P酎ηbrokeSur官 'ys，quoted 

in Tawney， ot. cit.， p. 53. Washetneほど「企申λった」例はまれだが. 16-世紀にあって，

賦設がどこでも「まるで経済的重要性がないほどとるに民らぬものだと見るのは恐らく誤まりで

あるoJIbid.， p. 52. 
4ηCf. Savine， . Bondmen under Tud.町 '5'，Trans. Royal Hist. SOC.， vol. xvii; Tawney， 

。ρ.cit.， pp. 41-42 なお. 1例だけ挙げておけば. ノーファクの Forncettマナでは， 1400年

に19戸田農奴がいたが. 1525年頃になお2戸の農奴が残っており，それらが消滅したりは， 1575 

年のことでゐるロ Davenport.F. G.， The Econom.ic Developmen:t of a Nor.folk Manor. 

1086-1565， Lond叩.1906. p. 88 

48) ‘The De皿 andsof the Rebels led by Ket'， prinled in Bland， Browιn and Tawney ed.. 
English Economic History， select documents， London， 1914， p. 249 
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自身にかんすることとしてであれ，あるいは，かれらの卑賎な出自と今なおそ

の痕をとどめる境遇とを，時にひときわかれらに想起させるものであるだけに

無関心でいられぬ哀れな隣人にかんする乙ととしてであれ， とにか<，要求に

かかげるだけの意味を，なおもっていたのである。

謄本土地保有態様に付随する隷農的附帯条件 servileincidentsは，マナご

とに異なる慣習によって千差万別であったが，概して共通する主なものだけを.

18世紀のそれについての W ブラックストゥ Y の，決論理次元での記述にかん

する望月礼二郎さんの整理に拠って，一括してかかげれば，第16表附の通りで

ある。これは， 18世紀の，望月さんのいわゆる「近代化の過程を一応遂行した

第16第謄本土地保有の附帯条件

摘 要

ー領主に対し忠誠義務遂行の宣誓 oathof fealtyを行なう。

マナ裁判所への出仕義務 suitof courtはそ心--...>。

奉仕義務......./・ 農奴的奉仕は一般に定額の免役地代 quit-rentにかえられ
(田rvice)

ている。一定の労役が課されているマナもみられる。

相続上納金・ー| 相続謄本土地保有 copyholdof inheritancc の相続にのみ。
(relief) 

復 帰 権・卜..相続謄本土地保有の相続適格 inheriteriable qualityの喪

(esch叫 失申際領主に復帰。

相続上納物…・|・謄本土地保有農の死士の際，領主は死亡者。所有した最良

(heriot) の家畜 bestbeastそり他慣習所定の財貨を取得。

後 見 権 ー|・相続謄本土地保有農の相続人が未成年の際，領主が後見。
(wardship) 

保有更改料…ト 領主の権利承認 admittanceにたいする一時金。慣習によ

(fine) り領主の怒意によるもの arbitraryと定額 certamとがあ

る。

49) 望月前掲論文(そ由一)， 12-13ベージより作成ョ
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謄本保有権法問」におけるそれであって. 16， 7世紀が， ここに示されるかぎ

りでの18世紀より，隷農的附帯条件の点で，謄本土地保有農にとってよりまし

な時代であ 3たとは， もとより言うことができない。事実，対象としている時

代にあっては，人身的不自由の古い標識である人頭税 chevage， 結婚許可料

merchet.貢納義務 liability to tal1age などでさえ， ほとんど消滅しながら

も，その痕跡は，なお依然として謄本土地保有農にまとレついている例が見ら

れるのである叫。

附帯条件のうち，謄本土地保有農が〔原則としてかつての賦役にかわって〕

負担する慣習保有地地代は，一般に長期にわたってきわめて固定的であった。

この点は，第17表叩にかかげた数例からもうかがわれることである。さらに，

第17表慣習地代の固定性

マ ナ 地 f"¥; 

1347 1421 1628 

lngol占nells jJ 61 9 4 jJ 71 10 3 品 73 17 z 

1248 1567 1582 

Birling jJ 9 2 6き jJ 14 9 4 .e 14 9 4 

1287 1567 

Crondal .e 53 7 O .e103 2 8* 

1352 1478 1580 

Acklingtoll .E 18 13 2 .E 19 13 11 .e 20 O 5 

1498 1567 1585 

High Buston jJ 3 12 。 jJ 3 12 。 .e 3 12 。
1527 1588 1607 

Kibworth I .e 23 6 7 .e 26 15 1 .e 19 14 o 

古い時点の負担には賦役や現物地代がこれに加わっていたこと，開墾その他に

土る農地雨積の拡大53¥生産性の上昇'"そしてなに上りも 16世紀の激しい物

50) 向上. 7ベージ.

51) Cf. Tawτley， The Agrarian Problem， pp. 53-54 
52) Ibid.. p. 115. Table VIより抽出作成ーなお d 出 'd，.Appendix II 
53) 主として開墾による農地面積の拡大は一般的に昆られたζ とであって，例えば，表出のグロ γ

ダル マナの各タイズィングでは Swanthropで1287年の399ニ』ーヵーから1568年の561エ}カ
ーへ， Yateleyでは539ェーヵ から 1310エーカーへ.Hawleyでは 366ユーカーから1103エー
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価騰貴'"を考慮するとき，概して，固定されていたかぎりでの地代が実質上

いちじるしく低額化していたことも，言いえて誤りないことである。それがど

の程度であったかは，例えば，検地人たちの算定した 7 ナの「ありうべき」竿

価値 yearly value と現実の地代収益との開きりなかに，なにほどかは読みと

ることができる。 1608午のノーサンプタンンァ IIexham マTでは， 後者は前

者り約6分の 1，同じ年の 9県111'9王領マナでは， 8分り 1であった，等々刷。

このかぎりでは， 地主に lベソス渡すことに 5ベソスから 7ベ Y スをもポケヅ

トにおさめうるとし寸農民に決定的に有利な慣習地代の情況は， これまた当該

時期の農民の経済的前進を支えた 1基礎条件であったこと，いうまでもない。

この点こそは，従来わが国で，隷農制の解体，いわゆる事実上の農民的土地所

有の確立の指標として特筆大書されてきた点であること，周知のとおりである。

しかし，ここで直ちにわたくしたちは. rこれらの数字は人目を惹くもので

はあるが，それだけで鵜呑みにきれると，謄本土地保有農の地位について，誤

った印象を与えることになろう 5円」という，これまで事実上無視されてきたト

ーニーの警告に，あらためて耳を傾けておくことが必要である。いうまでもな

ぐ領主と謄本土地保有農との関係は，たんなる慣習保有地地代の多寡といった

カーへ，華々 との的2世紀半のあいだに最高3倍の面積肱大が見られた〈篠哲前掲論文，第6

衰)，

54) 16世紀の慣習保有地にあっては， 般に80ないし90%の耕地と10%前後の牧草地相よび放牧地
とからなる土地利用にもとづ〈小規模耕種農業が依然として支配的であったようである。 Taw

ney，叩 α't.，PP: 105 ff， esp. Table V ζり点でいま小麦り産出高をとると.ベヴァリツジ
によれば. 1却 0年から1449年のウインチェスタ悼道院領5マナの平均で年産出高は播種量<1)4.19 

倍，エーカー当り1.15グォータであり，他方 163少年から 51年の Peckhamの囲いこみ地で播種
量Q)3.90倍から5.55倍，ェ カ 当り1.46クォータから1.83グォータであった。 LordBeveridge， 
‘The Yield and Price of Com in the Middle Ages'， &cnomic 品 目 的 叩 . 1927， No. 2. 
reprinted in Carus 、日1son，ed.， opαt.， p. 18. Table 111四 dp. 19 したがってーカー
当り最低27%.最高60刊の産出増であった。しかし少〈とも 2世紀半にわたる期間白土地生産性
の上昇率としては. rおどろ〈揖どわずか:muchlc田」であったともいえる。

55) やはり小麦を例にをれt:f， 16世紀の 10世間の価格上昇率は，ケリックの試算によれば4.55倍
であった。 Kerridge，E.， 'The Muvement of Rent， 1540-1640九E四 .H R. Second Series， 
Vol. vi. No. 1. p. 28. 

E6) T回目ey，op. cit.， p. 119; Madge.噌 .czt，. pp目 56-57.

57) Tawney，。少 cit.，p. 120 
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量的な問題に媛小化されうるものではなく，すぐれて質的な権利の問題だから

である。乙の観点からは，さきむ数字の示す地代の固定住・低額性も，領主に

とってその変更が権利として不可能であることり結果てもありうるが，それが

可能であっても行使されていないことの結果でもありうる。すでに」通れたよう

に，農奴土地保有態様にあって隷属性の真髄は，領主にたいする権利としての

保有の対抗力の欠除にあった。当面の謄本土地保有態様についても，領主ー隷

農関係にかかわる問題の核心は，領主の意志 thewi1l 01 the lord にたし、し

て保有がどこまで権利としての対抗力を有したか，にあったということができ

る。

この点にかんしては，すでに同時代人のあいだに一見くいもがった 2つの見

解が見られた。 方では，奉仕を怠って慣習に違反しないかぎりでの謄木土地

保有農の安全性を強調 L，謄本土地保有農は， 大法官府 Court of Chancery 

の訴訟手続きと不法侵害令状 writof trespass とのいずれによっても自らを

守ることができる， とするエドワド・グックの法曹的見解聞， 他方では， 概

して謄本土地保有農は，裁判所での保護を受けず，その地代および保有更改料

はいずれも領主の恋意による，とするフィッツハーパト聞や A.ラスバゥ y刷

らり農業実務家的見解である。(この 2つの見解は，研究史のうえでほぼ前者

の線に立コI.S. リーダムと，後者の見地をより徹底した W.J.γ シュリと

のあいだのいわゆる「謄本土地保有論争 copyhold disputesJ に継承され亡

58) Cf. Tawney，噌・日't..p. 289 クヅグ白立言の著名な一節はこうである。「いまや謄本土地保
有農は確固とした地盤に立っている。いまやか札らは，領主の不興など気にしない。かれらはど
んな突風にもゆらrことはない@かれらは安らかに貴い飲みかつ眠る. (ただ主な危険に格別細
心でありさえすればよい。すなわち〕よしどんな義務と奉仕をかれらり壬却原有態様が義務づ付
慣習が要求しようとも，細bに履行すること，である。そうしてさえいれば，領主が渋面を作ろ
うとままよ，勝本士地保有量は，わが身が安全でどんな危険も亙ば阻ことをわきまえていれば，
宜に介することはない o I Coke. Ed.. The Complete Co.抑 hoZ，出r.p. 32， quotec1 in白 mpbell，
M.， The E:ηglish Yeoman田 ulerElizabeth and the Early Stuarts， London， 1942， p. 131 
ここで， グックが自ら重大な限定を付していることに留意されたい。

59) Fitzherbert. J.. The Boke of品包門町M官 andL間 :trovements，1523. 'esp. Chap. xiii; cf. 
Tawney， op. at.， pp. 2B8-289; Casnpbell， op. c..-it.， p. 131 

60) R，由bone，A.. The Su円。。η1616，p. 189， quot吋 inCampbell，噌 cit.，p. 131. 
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きた6九〉では，事態の真相はいずれの側にあったのだろうか。やや先どりして

わたくしの結論を言えば，それは，このいずれかの側にあったのではな(，い

ずれの側にもあったのである。

そもそもマナの慣習は，在地住民の権利意識と不可分な，本来的に個別的・

局地的なものであった。各個の謄本土地借有の権原 titleがよって立つのも当

該のマナの慣習であり-，ナ裁判所はもとより，エリザヘ ス の 治 世 か ら 本 格 化

する大法官府・諸大権法廷 prerogativecourts，ついでは日そン・ロー裁判所

king's CQurts での関係事件の処理に際して準拠される の も ， 当 該 の 土 地 保 有

者の所属するマナの慣習にほかならなかった叩。したがヮて，謄本土地保有態

様の法的安全件 legalsecuri ty の存否は，当該の土地保有の権原が，当該の

マナの慣習によっていかな る 権 利 内 容 interest を賦与きれているか， にかか

っていたということ由通できる目、

61) L回d.叫1.S.， . The Inquisition of 1517: Inc1曲目esand evictions'， ]'rans. Royal 1list. 

Soc.， Vol. vi; do， 'The Secu山 tyof Copyholders in the Fifteenth and Sixteenth Cen 

turies'， Eco. H. R. Vol. viii~ Ashley， Sir W.， An lntπJduction to English &onomic 

H川町てyand Th回ry，Lond叩， 1919， Part !I， pp. 273-282ー リ ダムは，荒蕪拙や本領地の

たんなる任意土地保有農をDぞく謄本土地保有農り完全な法的安全性を主張し，他方アジ L リは，

農業革命の嵐の中で，法的保謹のよりどころたる慣習そのものの弱体化と明主の側の攻勢が，膳

本土地保有の権利と Lての確立白方向から一転して全般的骨権利状態へと押しもどしたと説いて

いる。論争の的確な要約は， Tawney，。ρ cit.，pp.' 286-291.に与えられている。 トーーーによ

れば， リ ダム説の根本院な弱点、は， rめったに思い違える替のなかった同時人たちが謄本土地

保有農たちは被害をこうむったと確かに考えていた」とし寸事実と調和しがたい，という点にあ

ったのだが，わたくしは，慣習の弱体化のなかで，諸法廷がより厳格な基準にてらしてなおかつ

慣習によっ℃権利を保障されτいるような 部のいわば最良の謄本土地保有については，これを

保護する法論理がこの時期にかえって形成されつつあったという事実(たとえば望月前掲論文参

照〕を，あわせて意認することを条牛として，アシュリ説の側により多〈由真理性があったもの

と考えるヨ (これらの点については，越智武臣『近代英国の起源』ミネルザァ書房> 196往年，第

2章第2節2，3で，きわめて行き届いた論点整理が与えられており，また武暢夫「勝本保有の法

的保護に関する覚書JF富丈経済論集』第四巻第" 2号，が論点の一層の深化。こころみを示し

ている。〕

62) 慣習のこれらり意味については， d. Tawney， up日九 pp.124-131. 292-263 

63) 慣習と権刺と法的保護とりこの関連は， たとえば" Br叫叩'8Case (1581， 4 Cu. R唖 21a) 

のなかで，明確に判示され℃いる。 r，周年本骨有権は法的にみれば injudgment of law任意的

保有権 estateat wil1にすぎないものであるが，慣習上， マナP贋習に従って相続さえも可能

なも白として確定されてUる。 つま勿謄本保有権者の権利回tateは，たんに「領主の意曹にお

ける~ ad叩，luntatemdomiJliものたるのみならず， 同時に『マナの閏習に従うJSP.口 {ndum
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この点でもトーニーが，少くとも問題解決の手がかりは指示している仙。ト

ーニーによれば，農民保有権の権利内容にかかわる重要な問題点は 2つであっ

た。第 1に，当該の謄本土地保有農が慣習によって与えられていたのが相続不

動産権 estateof inheritanceであったか，それともたんなる定期，生涯また

は世代不動産権 estatefor years; for 1ife; for lives にすぎなかったか，

第 2に，保有更改料 fineが一定 fixedであったか，領主の君、志により増額さ

れうるもり alterableであったか，である。当該の土地保有が相続不動産権で

なければ，期限のたびごとにマナ当局の手に復帰し，後者はそれをもとの条件

で更新するか，より高い地代で貸し出すか，保有を剥奪するか，いずれも自由

であった。保有更改料が一定でなければ，領主の側は，同定地代で失った分を.

多かれ少かれ保有更改料でまとめて回収することができたし， とうてい負担し

えない額を課すことによって土地保有を放棄させることもできた。要するに，

これら 4つの権利情況の組み合わせのうち，領主意志に対抗する法的安全性の

点で， とにか〈も完壁でありえたのは，相続不動産権をもち，かつ保有更改料

が一定のばあいであった。

第18表聞は，不十分ながら，マナごとの習慣による権利内容のあり方を示す

数値である。サヴィ Yの数字では，相続不動産権(およびこれに準ずる更新権

っき定期不動産権一一以下前者に含めて扱う)，とそうでないばあいとは，ほぼ

なかばしており，保有更改料では 1対 2の割合で不定のばあいが多し、。ト エ

ーの数字では，どちらも 1対1.5であり， 1600年から 1650年にかけての東部の

80~ナの保有更改料にかんするスプラットの数字も，ほぼトーニーのそれにー

consuetudinem刑 anenlものである。 マナの慣習こそ謄本保有権の魂かつ生命 souland life 

である。慣習がなければ，あるいは慣習に遺背すれば1 それは領主の怠古に従属するものになっ

てしまうのである.J (望月前掲文[その 2)所引，)
64) Tawney， op.αt.， pp. 292-303 
65) Ibid.. p. 300. Table XIIIにスプラットり数字 (Spratt.Ag市門帥 α.ndi抽出 in NoJ:..由民

and Su.ffolk， pp. 115-117， quoted in Campbell， ot. cit.， p. 135.)を加えて作成。 なおサヴ
インの数字については， Savine. A.，‘ English Customary tenures in the Tudor Period'， 
UUaJ'官 rlyJou門 国Iザ Ec白日間ics，Vol. xix (1905) ト ニーの数字の史料については，
Tawney，oPα't.， Appendix II.を見上。
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第18喪謄本土地保有の権利内容

I 保有期間

吋|相続権 1(謀長|日雇|晶霊長〉
(a) 82 

(b) 60 

C 51) 51 

白
日
以
訂

17 0

3

3

 

4
A
n
o
η
'
 

3 

3 

2 

19 

E 更改料。性格

マナ数 司ミ 定定 部一定一部不定

(a) 86 

(b) 61 

小計

(0) 80 

8

5

3

6

 

5

3

9

4

 

8

5

3

4

 

ワ

臼

ワ

白

民

u
q
d

(a) Savine， C防 T町四ey，(c) Spratt 

致している。

いまか bに， 4つの権利情況が右のそれぞれの割合で組み合わさって存在し

ているもの E仮定すれば，相続不動産権と定額保有更改料とをあわせて保障し

ている慣習をもっマナは，最大20.9%，最小13%である凹〉。 この部分の7 ナの

謄本土地保有農は，領主に対抗して法的保護を受けるに足る権利をもっている.

のこりの79%ないし87%の7 ナの謄本土地保有農は，法的保護の埼外におかれ

ている，とひとまず言うことができる。そのうえわたくしたちは，近代の経験

にてらしてさえ，法的権利をもつことと，その権利を行使しうることとは別で

あることを知っている。この点で第 1に，慣習が本来的に在地住民の基本的に

一致するかぎりでの権利意識にのみ依存していたことが， i事実的力関係上の

優者としての領主」に，説得，龍絡，脅迫などの法律外の行為をとる自由の余

地を与えていたこと町，第 2に，訴訟の煩墳と高価とが権利行使に現実的制限

66) 1 (吋 42/82=51.2弘 II(防 25j6T40.9判 1 (吋xII(b)=20.9% 同様にして，1("扮xII(a)= 

13.0% 
67) 望月前掲論文〔そ白二).46-47ベージ， Tav.l1ey， ot. cit.， p. 296.参!!Ii¥.
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を設けていたよニと'"'を最小限つけ加えておかねばならなL、。

慣習によって相続不動産権と定額保有更改料を保障されていて，なおかっ，

権利が侵害されたばあいそれを回復する行動に出ることのできる事実的カをも

っ謄木土地保有農は，まちがし、なく法の保護を受けることができた89h 適法の

権利にもとぞれ、て救済を求める人聞をまちがし、な〈救済しうる法論理の形成

これが法論理的に十全な権利情況であ η たとすれば，さきの法曹的見解が

まさにこの次元においてまちがいなく正当性をもっていたことを認めねばなら

ない。それと同時に，概して謄本土地保有農の無権利状態を強調した農業実務

家的見解が，事態適合的であったことも，論なく承認することができる。 2つ

の見解は対立的というより位相のちがうものであり，当面の事態のなかで矛盾

な〈統合して理解しうるものというべきである。法が救済しうる権原の法論理

的に厳密な条件をふまえて語られている法務長官 Attorney-Generalクック流

の法曹的見解は，むしろその埼外に立たされている部分の謄本土地保有農の権

原の欠陥を，それだけにかえって鋭〈暗示するもののように，思われるo

IA大多数の謄本土地保有農は，領主意志にたいする権利としての保有の十全

な対抗力を欠いていた点で，まぎれもな〈あの農奴土地保有の血脈をひく隷農

土地保有者であった。 “Question of Tenant Right "の検討の末尾にしるさ

れた lーニーの印象的な言莱をかれば['農奴制が消滅してすでに久しいが，

謄本土地保有農たちは依然として，訟が認知を嫌った 1階級の山だとし、う痕跡，

68) 望月前掲論文〔そ白三).89ベージ， Campbell， 0ρ 口t.，p. 133.毒照。 1617年にノーサンプ
タンシァ0)1訴訟人が星室輯判所Courtof Star Charnber について呼んだとし iう「高くつぐ
白で度胆を白かれる哉判所 awonderful Court of charges and expensesJという名称は，一
審に10ポンドもかりられる農民カ九、たζ とを示すも白でもあるが，多くの農民にとって，裁判所
の現実の敷居が甚しく高かったζとも思わせるに十分である。 lbid..p. ¥33 

出〕 とはいえ志のために一言しておけば，絶対王政D諸大権法廷に先導された謄本土地保有保護。
法論理の展開を，農民保有権の強北による隷農相1j0)克服白方向を志向したもの，などと解する ζ

とは，全〈あやまりである。それはむしろ，農奴制の廃止による領主にとっての小農民経営維持
の現実的必要の消誠以降，とりわ甘領主畢揖白プルクョプイじの一定白情況とのかかわりにおいて，
まさに旧体制の根底たる小農民経営の総体としてり維持の必要に出るものであって，この絶対王
政の見地からは，大多数の謄本土地保有農の隷農的無権矛状態もそれが安定的に存続するかき
りでは，なんら手をふれる必要のない，むLろあるべき状態だった， という ζとができる。
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『農奴の巣 villein 江est~ で育てられたという痕跡を，身にまとっているので

ある叩」これが，土地所有のItJ体系，旧社会構成の底辺を構成する土地保有己

あり，土地保有者であった。

訂正

第 122巻第 5・6号(昭和53年11・12月〕に掲載の尾崎芳治，17世紀イングランドの土

地所有Jに一部長呉りがあ bましたので訂正Lます。

号ID~て 正

ベ-ージマ，-丁

30 8 編成であり， 編成であり，12)

11 ゲゲヱーレ的物権12) ゲグェーレ的物権l3)

33 8 領主的諸屑にする 領主的諸層による

34 6，7 marriadge marnage 

35 7 onerons onerous 

38 19 概括したものである却〉。 概括したものである制。

20 ユテ品アート 九テニL アト

70) Tawney. ot. cit.， p. 310. 


